
・全面通行止め区間内の住宅地及び河陽郵便局への乗り入れは可能です。

・全面通行止め区間内の住宅地から、役場側（東側）への通り抜けは可能です。なお、西側への通り抜けは不可となります。

・通行される際は、誘導員の指示に従ってください。

交通誘導員及び通行止め箇所の詳細図
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